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介護保険法等の一部を改正する法律案（概要）

介護保険法附則第2条に基づき、制度の持続可能性の確保、明るく活力ある超高齢
社会の構築、社会保障の総合化を基本的視点として、制度全般について見直しを行う。

Ⅰ改正の概要

1予防重視型システムへの転換

日新予防給付の創設
要介護状態等の軽減、悪化防止に効果的な、軽度
者を対象とする新たな予防給付を創設
マネジメントは「地域包括支援センター」等が実施
（2）地域支援事業の創設
要支援・要介護になるおそれのある高齢者を対象
とした効果的な介護予防事業を、介護保険制度に
新たに位置付け

軽度者（要支援・
要介護1）の大幅な
増加

軽度者に対する
サービスが、状態の
改善につながってい
ない

l2 施 設 給 付 の 見 直 し

‖ 居住費 ・食費の見直し

・ 在奮と確謹＿の和軒
孝幸担の公平性・＿＝

・「・二」介護保険と年垂紅－■
付の重痩の雇正∴

介護保険3施設 （シ］－トスティを含む）等の居住費 ・
食費について、保険給付の対象外に。
（2）低所得者に対する配慮
低所得者の施設利用が困難にならないよう、負担
軽減を図る観点から新たな補足白勺給付を創設 疋

3　新たなサービス体系の確立

川地域密着型サービスの創設
身近な地土或で、地域の特性に応じた多様で柔軟な
サービス提供が可能となるよう、「地域密着型サー
ビス」を創設
（例）小規模多機能型居宅介護、認矢口症高齢者グループホーム、
認知症高齢者専用デイサービス、夜間対応型訪問介護等

（2）地域包括支援センターの創設
地土或におけるi）総合的な相談窓口機能、ii）介護
予防マネジメント、嗣包括的・継続的マネジメン
トの支援を担う「地域包括支援センター」を創設

（3）居住系サービスの充実
・ケア付き居住施設の充実
・有料老人ホームの見直し
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一人暮らし高齢者や
認知症高齢者の増加
在宅支援の強化
高齢者虐待への対応
医療と介護との連携



4　サービスの質の確保・向上

川情報開示の標準化
介護サービス事業者に事業所情報の公表を義務付け
（2）事業者規制の見直し
指定の更新制の導入、欠格要件の見直し等
（3）ケアマネジメントの見直し
ケアマネジャーの資格の更新制の導入、研修の義務

指定取消事業者の増加
など質の確保が課題
利用者によるサ「ビスの
選択を通じた質の向上
実効ある事後規制ルール
ケアマネジメントの公平
公正の確保

5　負担の在り方・制度運営の見直し

目貫1号保険料の見直し
①設定方法の見直し
低所得者に対する保険料軽減など負担能力をきめ
細かく反映した保険料設定に〔政令事項〕
②徴収方法の見直し
特別徴収（年金からの天引き）の対象を遺族年金、
障害年金へ拡大
特別徴収対象者の把握時期の複数回化

（2）要介護認定の見直し
・申請代行、委託調査の見直し

刷市町村の保険者横能の強化
・都道府県知事の事業者指定に当たり、市町村長の
関与を強化
市町村長の事業所への調査権限の強化
市町村事務の外部委託等に関する規定の整備

低所得者への配慮
利用者の利便性の向上
市町村の事務負担の
軽減
より主体性を発揮した
保険運営

Ⅱ　施行期日　平成18年4月1日
6（1）の「痴呆」の名称の見直しについては公布日施行、2の「施設給付の見直し」については平成
17年10月施行、5（1）②の特別徴収対象者の把握時期の複数回化については平成18年10月施行
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介護保険法施行法の・部を改正する法律案（概要）

○介護保険法の施行日前に市町村の措置により特別養護老人ホーム
に入所した者については、施行後5年間に限り、利用料と食真の合計額が
法施行前の費用徴収額を上回らないよう負担軽減措置を講じている。
○今般の改正は、この経過措置について、対象者の状況等を踏まえ、
実施期間をさらに5年間延長するもの。

Ⅰ現行の経過措置

○　対象者
介護保険法の施行日（平成12年4月1日）前に市町村の措置に
より特別養護老人ホームに入所していた者

○　負担軽減措置の内容
利用料と食費の合計額が法施行前の費用徴収額を上回らない

よう利用料、食費の負担を軽減

〔芸用雷：‥浩誤認諾5。。。、78。。／。〕
○　実施期間
法施行後5年間（平成17年3月31日まで）

Ⅱ　現在の状況及び改正の内容

現在の状況

経過措置終了で負担増となる者が依然として約6万8000人（特
別養護老人ホーム入所者の約2割）見込まれる。

介護保険法施行前に市町村の措置により特別養護老人ホームに
入所したこれらの者の多くは所得が低く、経過措置終了に伴う負担増
により施設利用の継続が国難となることも考えられる。

改正の内容
□＿

現行の負担軽減措置の実施期間をさらに5年間延長する。

Ⅲ　施行期日
平成17年4月1日
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民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的
施設の整備の促進に関する法律（WAC法）の一部改正
一地域介護・福祉空間整備等交付金（仮称）の創設－

※本改正は、「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康
保険法等の一部を改正する法律案」の中で一括改正

国民が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、地方公共団

体が地域の実情に合わせて予防から介護に至るまでのサービス基・

盤を面的に整備することを支援するとともに、施設環境の改善を図る

ための交付金制度を創設する。

Ⅰ改正の内容

市町村に対する交付金

○　市町村内の生活圏域を単位として、地域密着型サービス拠点、介護予防拠
点等の整備として市町村が定める「市町村整備計画」が、国が定める基本方
針に照らし適当なときは、国は、市町村に対して交付金を交付。

〔対象事業〕⇒省令事項
・地域密着型のサービス拠点
小規模多機能型居宅介護事業、認知症高齢者グループホーム、
小規模特別養護老人ホーム等
t介護予防拠点
・地域包括支援センター　など

都道府県に対する交付金

Ⅱ　施行期日

平成17年4月1日
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